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　市民人権標語 　　　小学生の作品　　　かぞくにも　  わすれないでね 　 「ありがとう」

仕事と家庭を

両立させるために

　　　　　男女共同参画推進講演会を開催します！　
日時　６月 24 日（日）13 時 30 分 ～ 15 時

場所　市民館　大ホール

講師　作家／高野山真言宗僧侶　家
い え だ

田 荘
しょうこ

子 さん

演題　～自分らしく～　前向きに生きたいあなたへ

入場料　無料

プロフィール　女優・OL・セールスレディなど 10 以上の職歴を経て作家に。

　小学生の時いじめにあった経験などから、社会的に弱い立場にある女性や少

　年少女を取材し、本やテレビなどを通じて問題を発信し続けている。2007 年

　に僧侶となり、現在法話活動も行っている。

問い合わせ　人権推進室　☎２２-７７３６

「
育
児
・
介
護
休
業
法
」
の
改
正
　

　

男
女
と
も
に
仕
事
と
家
庭
の
両
立
が

で
き
る
働
き
方
の
実
現
を
目
指
し
、
平

成
21
年
に
、
「
育
児
・
介
護
休
業
法
」

が
改
正
さ
れ
、
平
成
24
年
７
月
１
日
か

ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
適
用
が
猶
予
さ

れ
て
い
た
制
度
（
表
１
）
が
従
業
員

１
０
０
人
以
下
の
事
業
主
に
も
適
用
さ

れ
ま
す
。

　

こ
の
法
律
は
、
育
児
や
家
族
の
介
護

を
行
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
労
働
者
の

職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
を
図

り
、
経
済
と
社
会
の
発
展
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

少
子
化
が
進
む
中
、
家
庭
生
活
を
豊

か
に
過
ご
し
た
い
と
願
う
人
は
多
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
希
望
が
実
現
し

に
く
い
状
況
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
た

び
の
制
度
の
拡
大
は
、
男
女
と
も
に
子

育
て
等
を
し
な
が
ら
働
き
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
雇
用
環
境
の
整
備
を
さ
ら
に

促
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
仕
事
と
家
庭
を
両
立
さ
せ
て

　
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
に

　

特
に
、
少
子
化
の
進
行
に
よ
る
労
働

力
人
口
の
減
少
は
、
社
会
経
済
の
ほ
か
、

さ
ま
ざ
ま
な
面
に
重
大
な
影
響
を
与
え

る
こ
と
か
ら
、
国
や
地
方
で
は
、
あ
ら

ゆ
る
取
組
み
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

育
児
休
業
と
介
護
休
業
の
制
度
は
、

育
児
や
介
護
を
理
由
と
し
て
雇
用
関
係

が
終
了
す
る
こ
と
を
防
ぎ
、
雇
用
関
係

の
継
続
を
図
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

　

仕
事
と
家
庭
を
両
立
し
や
す
い
職
場

づ
く
り
は
、
企
業
に
と
っ
て
も
優
秀
な

人
材
の
確
保
・
育
成
・
定
着
に
つ
な
が

る
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
制

度
を
利
用
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
目

指
し
、
「
仕
事
か
育
児
か
」
の
二
者
択

一
構
造
を
解
消
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

　

次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
を
温
か

く
見
守
り
、
労
働
者
が
安
心
し
て
仕
事

と
家
庭
の
両
立
が
で
き
る
よ
う
な
社

会
、
ま
た
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
応
じ

て
、
人
々
が
多
様
な
働
き
方
を
選
択
す

る
こ
と
が
で
き
る
社
会
に
し
て
い
く
こ

と
が
望
ま
れ
ま
す
。

▼表１

新たに適用となる制度 制度概要 対象となる従業員

短時間勤務制度

事業主は、３歳に満たない子
を養育する従業員について、
従業員が希望すれば利用でき
る短時間勤務制度を設けるこ
とが必要です。

以下のいずれにも該当する男女
・３歳未満の子を養育する従業員であって短時間勤務を
　する期間に育児休業をしていないこと
・日々雇用される労働者でないこと
・１日の所定労働時間が６時間以下でないこと
・労使協定により適用除外とされた従業員でないこと

所定外労働の制限

３歳に満たない子を養育する
従業員が申し出た場合は、事
業主は所定労働時間を超えて
労働させてはいけません。

原則として３歳に満たない子を養育する全ての男女
（日々雇用者を除く）。ただし、勤続年数１年未満の従業
員と週の所定労働日数が２日以下の従業員については、
労使協定がある場合を除く。

介護休暇

要介護状態にある対象家族の
介護その他の世話を行う従業
員は、事業主に申し出ること
により、休暇を取得すること
ができます。

原則として、対象家族の介護、その他の世話をする全て
の男女（日々雇用者を除く）。ただし、勤続年数６か月
未満の従業員と週の所定労働日数が２日以下の従業員に
ついては、労使協定がある場合を除く。


